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〇
法
務
省
告
示
第
百
八
号

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
か
ら
同

項
第
四
号
に
規
定
す
る
行
為
（
認
証
紛
争
解
決
手
続
の
業

務
の
廃
止
）を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所

奈
良
県
行
政
書
士
会

奈
良
県
奈
良
市
高
天
町
十
番
地
の
一
（
株
）
Ｔ
．
Ｔ
．

ビ
ル
三
階

廃
止
予
定
年
月
日

令
和
七
年
八
月
三
十
一
日

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁有

権
者
申
出
方
、
金
融
商
品
取
引
業
者
の

営
業
保
証
金
に
係
る
配
当
表
、
苅
田
港
松

山
地
区
土
砂
処
分
場
公
有
水
面
埋
立
事
業

の
実
施
引
継
ぎ
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

特
殊
法
人
等

企
業
年
金
基
金
解
散
・
清
算
人
就
任
関
係

会
社
そ
の
他

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
の
規
約
変
更

を
許
可
し
た
件
（
総
務
二
五
七
）

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
同
二
五
八
）

〇
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
件
（
法
務
一
〇
八
）

〇
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び
西
パ
プ
ア
州
に
お

い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の
発

掘
、
収
集
及
び
送
還
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間

の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
書

簡
の
交
換
に
関
す
る
件
（
外
務
二
六
七
）

〇
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び
西
パ
プ
ア
州
に
お

い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の
発

掘
、
収
集
及
び
送
還
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間

の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
署
名
及
び

効
力
発
生
に
関
す
る
件
（
同
二
六
八
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
一
一
二
〇
〜
一
一
二
五
）

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
西
広
域

連
合
の
規
約
の
変
更
を
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

許
可
年
月
日

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

二

施
行
年
月
日

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

三

主
な
変
更
内
容

第
十
二
条
に
記
載
さ
れ
る
広
域
連
合
の
執
行
機
関
の

組
織
を
変
更
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

名

称

モ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
ー
デ
ィ
ア

ン
25
に
お
け
る
多
国
間
共
同

訓
練
実
施
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
七
月
十
三
日
か
ら

令
和
七
年
七
月
二
十
七
日
ま

で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

五
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
パ
ラ

オ
共
和
国

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
五
二
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
五
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
六
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
三
六
、
三
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
四
〇
、
四
一
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
法
制
局

公
正
取
引
委
員
会

国
家
公

安
委
員
会

警
察
庁

復
興
庁

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

国
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
公
告

（
農
林
水
産
省
）

北
陸
地
方
整
備
局
公
示（
北
陸
地
方
整
備
局
）

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

法

務

公
証
人
任
免
（
法
務
省
）

国
家
試
験

令
和
七
年
度
土
地
改
良
換
地
士
資
格
試
験
の

実
施
に
つ
い
て
（
農
林
水
産
省
）

旅
券
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
一
般
旅
券
の
返
納
命
令
に
関
す
る
通
知

（
外
務
省
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
五
七
）


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（
日
本
側
書
簡
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
二
千
十

九
年
六
月
二
十
五
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
署
名
さ
れ
、
二
千

二
十
二
年
六
月
二
十
一
日
に
延
長
さ
れ
た
第
二
次
世
界
大

戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び
西
パ
プ

ア
州
に
お
い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の
発
掘
、

収
集
及
び
送
還
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。）

に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
更
に
、
協
定
を
二
千
二
十
八
年
六
月
二
十
四

日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
提
案

す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
更
に
、
前
記
の
こ
と
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ

の
書
簡
及
び
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成

し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね

て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
六
月
二
十
三
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

正
木
靖

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

外
務
省
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
・

ア
フ
リ
カ
総
局
長

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
デ
ィ
ー
ル
・

ジ
ャ
イ
ラ
ニ
閣
下

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
二
千
二

十
五
年
六
月
二
十
三
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領

し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
前
記
の
こ
と
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も

に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を

構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を

生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま

す
。本

官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね

て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
六
月
二
十
三
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

外
務
省
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
・

ア
フ
リ
カ
総
局
長

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
デ
ィ
ー
ル
・

ジ
ャ
イ
ラ
ニ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

正
木
靖
閣
下

第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

パ
プ
ア
州
及
び
西
パ
プ
ア
州
に
お
い
て
死
亡
し
た

日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の
発
掘
、
収
集
及
び
送
還
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政

府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書

日
本
国
政
府
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
は
、

二
千
十
九
年
六
月
二
十
五
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
署
名
さ

れ
、
二
千
二
十
二
年
六
月
二
十
一
日
及
び
二
千
二
十
五
年

六
月
二
十
三
日
に
延
長
さ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
高
岡
郡
越
知
町
横
畠
北
字
テ
ン
ガ
石
三
七
七

八
の
一
、
字
テ
ン
ガ
石
ノ
下
三
七
八
〇
の
一
、
字
黒
森

三
七
三
四
、
字
黒
森
下
三
七
三
三
、
字
黒
森
神
社
ノ
東

三
七
三
六
、
字
黒
森
絶
頂
三
二
〇
二
の
二
、
三
二
〇
二

の
三
、
字
山
ノ
神
三
七
四
二
、
三
七
四
三
の
一
か
ら
三

七
四
三
の
三
ま
で
、
三
七
四
四
の
一
、三
七
四
四
の
二
、

三
七
四
五
、
三
七
四
七
の
一
、
三
七
四
七
の
二
、
字
上

ウ
ド
三
四
三
九
、
字
西
イ
カ
ノ
ウ
チ
三
四
三
八
、
字
西

ウ
ド
三
七
八
一
、字
西
ノ
イ
子
ガ
ク
ボ
三
七
三
九
の
一
、

字
西
兼
光
三
二
〇
三
、
三
二
〇
五
、
三
二
〇
六
、
字
西

小
越
三
七
九
三
の
一
、
三
七
九
四
、
三
七
九
五
、
字
中

ノ
イ
子
ガ
ク
ボ
三
七
四
〇
の
一
、
三
七
四
〇
の
二
、
三

七
四
一
の
一
、
三
七
四
一
の
二
、
字
東
ノ
イ
子
ガ
ク
ボ

三
七
七
五
の
一
か
ら
三
七
七
五
の
五
ま
で
、
三
七
七
五

の
七
、
三
七
七
五
の
九
、
字
南
エ
ダ
ツ
ヱ
三
八
〇
二
、

字
南
ヲ
モ
ソ
ラ
三
七
八
四
、
字
南
石
ス
ル
キ
三
七
七
六

の
一
、
三
七
七
六
の
四
、
字
北
エ
ダ
ツ
ヱ
三
八
〇
三
、

第
三
条

協
定
第
四
条
４
⒜
中
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
教
育
文

化
省
」
を
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
文
化
省
」に
改
め
る
。

第
四
条

こ
の
議
定
書
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

し
、
協
定
が
効
力
を
失
う
日
に
効
力
を
失
う
。
こ
の
議
定

書
は
、
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正

当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
た
。

二
千
二
十
五
年
六
月
二
十
三
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
ひ

と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
及
び
英

語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
解
釈
に
相
違
が
あ
る

と
き
は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

正
木
靖

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
の
た
め
に

エ
ン
ダ
・
Ｔ
・
Ｄ
・
ル
ト
ノ
ア
ス
ト
ゥ
テ
ィ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び
西
パ
プ
ア
州
に
お

い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の
発
掘
、
収
集
及
び

送
還
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政

府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。）の
締
結
の

後
に
新
た
な
状
況
が
生
じ
た
こ
と
を
考
慮
し
、

協
定
第
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
協
定
を
改
正
す
る
こ

と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

協
定
中
「
及
び
西
パ
プ
ア
州
」
を
「
、
西
パ
プ
ア
州
、

南
パ
プ
ア
州
、
中
部
パ
プ
ア
州
、
山
岳
パ
プ
ア
州
及
び
南

西
パ
プ
ア
州
」
に
改
め
る
。

第
二
条

協
定
第
八
条
１
⒜
中
「
又
は
西
パ
プ
ア
州
」
を
「
、
西

パ
プ
ア
州
、
南
パ
プ
ア
州
、
中
部
パ
プ
ア
州
、
山
岳
パ
プ

ア
州
又
は
南
西
パ
プ
ア
州
」
に
改
め
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び

西
パ
プ
ア
州
に
お
い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の

発
掘
、
収
集
及
び
送
還
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長

に
関
す
る
次
の
書
簡
の
交
換
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政

府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日外

務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
間
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
パ
プ
ア
州
及
び

西
パ
プ
ア
州
に
お
い
て
死
亡
し
た
日
本
の
兵
士
の
遺
骨
の

発
掘
、
収
集
及
び
送
還
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書

の
署
名
が
行
わ
れ
、
同
議
定
書
は
、
同
日
に
効
力
を
生
じ

た
。令

和
七
年
七
月
十
一
日外

務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
河
西
郡
芽
室
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。芽

室
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
北
海
道
庁
及
び
芽
室
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）





令和年月日 金曜日 第号官 報

三
八
〇
四
、
字
北
ノ
イ
子
ガ
ク
ボ
三
七
三
七
の
一
、
字

北
黒
松
畦
三
四
四
一
、
三
四
四
二
、
字
北
石
ス
ル
キ
三

七
七
七
、
字
脇
差
タ
ヲ
三
七
二
九
、
三
七
三
〇
、
字
脇

差
タ
ヲ
北
三
七
三
一
の
一
、
三
七
三
一
の
二
、
三
七
三

二
、
鎌
井
田
清
助
字
尻
ナ
シ
畝
一
二
〇
四
か
ら
一
二
〇

九
ま
で
、
一
二
一
一
、
一
二
一
二
、
一
二
一
四
、
一
二

一
六
、
一
二
一
七
、
一
二
二
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
越
知
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
吾
川
郡
い
の
町
勝
賀
瀬
字
勝
賀
瀬
山
三
六
〇

四
の
二
、
三
六
〇
四
の
一
四
か
ら
三
六
〇
四
の
四
六
ま

で
、
三
六
〇
四
の
五
二
か
ら
三
六
〇
四
の
六
四
ま
で
、

三
六
〇
四
の
六
九
か
ら
三
六
〇
四
の
八
一
ま
で
、
三
六

〇
四
の
九
〇
か
ら
三
六
〇
四
の
九
六
ま
で
、
三
六
〇
五

の
二
、
三
六
〇
五
の
四
、
三
六
〇
五
の
五
、
三
六
〇
六

の
一
、
三
六
〇
六
の
三
、
三
六
〇
七
の
一
か
ら
三
六
〇

七
の
四
ま
で
、
三
六
一
一
の
七
、
三
六
一
一
の
八
、
三

六
一
一
の
一
五
、
三
六
一
一
の
一
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
い
の
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
い
の
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
吾
川
郡
い
の
町
上
八
川
上
分
字
ウ
エ
ト
チ
九

八
一
四
、
九
八
一
五
、
九
八
一
七
、
九
八
一
八
、
字
エ

ボ
シ
九
七
一
九
、
字
カ
ゞ
リ
ノ
森
九
六
二
四
、
九
六
二

五
の
一
、
九
六
二
五
の
三
、
字
コ
ヲ
子
ン
九
八
二
〇
、

九
八
二
一
、
字
シ
ノ
ベ
ガ
タ
ニ
九
七
二
四
、九
七
二
五
、

字
ス
ゲ
ノ
ク
ボ
九
六
四
九
、
九
六
六
一
、
九
六
六
二
の

一
、
九
六
六
二
の
二
、
九
六
六
三
の
一
、
九
六
六
三
の

二
、
九
六
六
四
、
九
六
六
五
、
九
六
六
八
か
ら
九
六
七

五
ま
で
、
九
六
七
八
、
九
六
八
一
、
九
六
八
四
、
字
ト

チ
ダ
ニ
九
八
五
八
、
九
八
六
一
か
ら
九
八
六
三
ま
で
、

字
ヤ
ゲ
ン
ザ
コ
九
八
〇
八
、
九
八
〇
九
の
一
、
九
八
〇

九
の
二
、
字
ヲ
ゴ
シ
九
八
一
一
、
九
八
一
二
、
字
ヲ
ゴ

シ
ガ
モ
リ
九
八
一
三
、
字
岩
屋
峪
九
六
八
五
、
九
六
八

八
、
九
六
九
一
か
ら
九
六
九
四
ま
で
、
九
六
九
八
か
ら

九
七
〇
〇
ま
で
、
九
七
〇
三
、
九
七
〇
四
、
九
七
〇
五

の
一
か
ら
九
七
〇
五
の
五
ま
で
、
字
大
隅
九
七
一
七
、

九
七
一
八
、
字
樽
ノ
上
九
七
〇
七
、
九
七
〇
八
、
九
七

一
〇
、
九
七
一
三
か
ら
九
七
一
五
ま
で
、
字
八
子
ヅ
リ

二
八
七
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
越
知
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
高
岡
郡
越
知
町
佐
之
国
字
灰
首
四
五
一
五
、

四
五
一
六
、
四
五
一
九
、
字
祈
祷
畝
三
九
二
九
か
ら
三

九
三
二
ま
で
、
字
銀
平
ヶ
内
四
四
七
一
、
四
四
七
三
、

四
四
七
四
の
一
、
四
四
七
四
の
二
、
四
四
七
五
、
字
穴

ノ
峠
三
九
六
四
の
一
、
三
九
六
四
の
二
、
三
九
六
五
の

一
、
三
九
六
五
の
二
、
三
九
六
六
の
一
、
三
九
六
六
の

二
、
三
九
六
七
の
一
、
三
九
六
七
の
二
、
三
九
六
八
、

三
九
六
九
、
三
九
七
〇
の
一
、
三
九
七
〇
の
二
、
三
九

七
一
の
一
、
三
九
七
一
の
二
、字
上
エ
ダ
バ
三
九
七
二
、

三
九
七
三
、
字
上
ヱ
子
ワ
ラ
ビ
五
〇
四
八
か
ら
五
〇
六

一
ま
で
、
字
大
迫
三
九
八
四
、
三
九
八
七
か
ら
三
九
九

〇
ま
で
、
三
九
九
二
、
三
九
九
三
、
三
九
九
八
か
ら
四

〇
〇
〇
ま
で
、
字
畑
頭
三
九
一
七
、
三
九
一
八
、
字
茂

冝
臼
鳴
四
四
七
七
、
四
四
七
九
か
ら
四
四
八
六
ま
で
、

字
木
戸
ノ
本
三
九
三
九
、
三
九
四
〇
、
字
子
ハ
ラ
ビ
畝

五
〇
四
七
の
一
、
五
〇
四
七
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
吾
川
郡
い
の
町
小
川
新
別
字
坂
本
二
一
六

七
、
二
一
七
一
か
ら
二
一
七
四
ま
で
、
字
小
倉
川
向
二

〇
三
七
の
一
、
二
〇
三
七
の
二
、
二
〇
三
八
の
一
、
二

〇
三
八
の
二
、
二
〇
三
九
の
二
、
二
〇
四
一
、
二
〇
四

二
の
一
、
二
〇
四
二
の
四
か
ら
二
〇
四
二
の
六
ま
で
、

二
〇
四
四
の
一
、
二
〇
四
四
の
三
か
ら
二
〇
四
四
の
六

ま
で
、
二
〇
四
五
の
一
、
二
〇
四
五
の
三
、
二
〇
四
五

の
四
、
二
〇
四
六
か
ら
二
〇
五
三
ま
で
、
二
〇
五
四
の

一
、
二
〇
五
六
か
ら
二
〇
五
八
ま
で
、
二
〇
五
九
の
一

か
ら
二
〇
五
九
の
三
ま
で
、
二
〇
六
一
の
一
か
ら
二
〇

六
一
の
四
ま
で
、
二
〇
六
二
、
二
〇
六
四
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
い
の
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）





路

線

名

北
海
道
横
断
自
動
車
道
黒
松
内
釧
路
線

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

北
海
道
上
川
郡
新
得
町
字
新
得
西
九
線
一
六
番
九
か
ら
同
道
上
川
郡
新

得
町
字
新
得
西
九
線
一
番
三
ま
で

前

最
大

一
四
二

一
二
〇
一

最
小

六
一

後

最
大

三
一
九

最
小

六
一

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
猪
ノ
鼻

五
七
番
一
六
か
ら
同
市
好
間
町
北
好

間
字
猪
ノ
鼻
一
二
番
一
ま
で

前

Ａ

一
八
・
二
〇
〜
四
六
・
五
〇

〇
・
三
六
四

上
記
Ａ
及
び
Ｂ
は
、

関
係
図
面
に
表
示
す

る
敷
地
の
区
分
を
い

う
。

後

ＡＢ

一
八
・
二
〇
〜
四
六
・
五
〇

一
〇
・
三
〇
〜
九
一
・
七
〇

〇
・
三
六
四

〇
・
三
五
三

図
面
縦
覧
場
所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
磐
城
国
道
事
務
所

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
四
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
北
海
道
開
発
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
六
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
十
九
号

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
三
十
六
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

百
十
三
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

村
上
市
春
木
山
字
山
田
一
三
〇
七
番
一
か
ら
同
市
春
木
山
字

山
田
二
二
〇
一
番
一
ま
で

前後

二
〇
・
九
一
〜
二
七
・
三
八

二
二
・
二
四
〜
五
七
・
三
九

〇
・
三
一
六

〇
・
三
一
六

図
面
縦
覧
場
所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
新
潟
国
道
事
務
所

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
三
十
七
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

百
十
三
号

村
上
市
春
木
山
字
山
田
一
三
〇
七
番
一
か
ら
同
市
春
木
山
字
山
田

二
二
〇
一
番
一
ま
で

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
新

潟
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
七
月
十
一
日

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口

佳
之

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

十
一
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

坂
出
市
西
庄
町
字
長
谷
一
六
二
一
番
一
か
ら
同
市
西
庄
町
字

彌
蘇
場
一
六
三
〇
番
二
二
ま
で

前後

三
二
・
一
〇
〜
四
一
・
七
〇

三
二
・
一
〇
〜
四
七
・
四
〇

〇
・
〇
四
二

〇
・
〇
四
二

図
面
縦
覧
場
所

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
香
川
河
川
国
道
事
務
所

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口

佳
之

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

十

一

号

坂
出
市
西
庄
町
字
長
谷
一
六
二
一
番
一
か
ら
同
市
西
庄
町
字
彌
蘇

場
一
六
三
〇
番
二
二
ま
で

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
香

川
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
七
月
十
一
日

〇
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
六
十
六
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

関
東
地
方
整
備
局
長

橋
本

雅
道

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

十
八
号
及
び
百
四
十
一
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

小
諸
市
大
字
柏
木
字
東
大
道
下
一
九
〇
番
か
ら
同
市
大
字
柏

木
字
東
大
道
下
一
五
三
番
二
ま
で

前後

一
四
・
三
二
〜
三
〇
・
五
五

一
六
・
三
〇
〜
三
一
・
一
五

〇
・
一
六
五

〇
・
一
六
五

図
面
縦
覧
場
所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
長
野
国
道
事
務
所





人
事
異
動

官
庁
報
告

令和年月日 金曜日 第号官 報

内
閣
法
制
局

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
三
部
）

野
田

恒
平

財
務
省
に
出
向
さ
せ
る

（
金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課

課
長
補
佐
兼
企
画
市
場
局
企
業
開

示
課
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
開
発
室

長
兼
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
開

示
業
務
室
長
兼
企
画
市
場
局
企
業

開
示
課
企
業
財
務
調
査
官
）
内
閣

府
事
務
官

犬
塚

誠
也

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
三
部
）
に
昇
任
さ
せ
る
（
以
上

七
月
八
日
）公

正
取
引
委
員
会

（
外
務
省
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本

国
大
使
館
参
事
官
）
外
務
事
務
官

小
林

慎
弥

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
経
済
取
引
局
取
引
部
取
引
企

画
課
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
取
引
適
正
化
室
長
に
昇
任
さ
せ
る

（
七
月
八
日
）

国
家
公
安
委
員
会

（
警
視
庁
副
総
監
）
警
視
監

鎌
田

徹
郎

警
視
庁
公
安
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る
（
六
月
二
十
日
）

警

察

庁

（
警
察
庁
長
官
官
房
審
議
官
（
交
通

局
担
当
））警
視
監

阿
部

竜
矢

警
察
庁
長
官
官
房
参
事
官
（
高
度
道
路
交
通
政
策
担
当
）

事
務
取
扱
を
免
ず
る

（
宮
内
庁
長
官
官
房
総
務
課
広
報
室

長
）
内
閣
府
事
務
官

藤
原
麻
衣
子

警
視
長
に
任
命
す
る

警
察
庁
長
官
官
房
参
事
官
（
高
度
道
路
交
通
政
策
担
当
）

を
命
ず
る
（
以
上
六
月
二
十
三
日
）

復

興

庁

（
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
付
）
厚
生

労
働
事
務
官

飯
田

剛

復
興
事
務
官
（
統
括
官
付
参
事
官
）
に
併
任
す
る

（
同
）
同

金
谷

雅
也

復
興
事
務
官
（
統
括
官
付
参
事
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

（
以
上
七
月
八
日
）

官
庁
事
項

国
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
公
告

下
記
に
掲
げ
る
国
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
、
令
和

７
年
３
月
31日
を
も
っ
て
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
24年
法
律
第
195号

）
第
113条

の
３
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
７
年
７
月
11
日農
林
水
産
大
臣
小
泉
進
次
郎

記
国
営
宇
遠
別
川
土
地
改
良
事
業（
国
営
施
設
機
能
保
全
）

北
陸
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

百
十
三
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

村
上
市
春
木
山
字
山
田
一
三
〇
七
番
一
か
ら
同
市
春
木
山
字
山
田
二
二
〇
一
番
一
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）た
だ
し
、
電
柱
を

地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に

用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
七
月
十
二
日

図

面

縦

覧

場

所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
新
潟
国
道
事
務
所

四
国
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口

佳
之

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

十
一
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

坂
出
市
西
庄
町
字
長
谷
一
六
二
一
番
一
か
ら
同
市
西
庄
町
字
彌
蘇
場
一
六
三
〇
番
二
二
ま

で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
七
月
十
一
日

図

面

縦

覧

場

所

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
香
川
河
川
国
道
事
務
所

法

務

公
証
人
任
免

盛
岡
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
殿
井
憲
一
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

工
藤
俊
二
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
盛
岡
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
殿
井
憲
一
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

宇
都
宮
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
松
尾
泰
三
は
願
に
よ

り
公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

古
谷
剛
司
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
宇
都
宮
地
方
法
務

局
所
属
公
証
人
松
尾
泰
三
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

千
葉
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
余
田
武
裕
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

篠
原
辰
夫
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
千
葉
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
余
田
武
裕
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

新
潟
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
今
間
三
郎
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

片
山
德
征
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
新
潟
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
今
間
三
郎
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

河
川
法
（
昭
和
39年

法
律
第
167号

）
第
17条

第
１
項
及
び
第
66条

の
規
定
に
よ
り
、
河
川
管
理
施
設
と
他
の
工
作

物
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
第
17条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
千
曲
川
河
川
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
７
年
７
月
11
日

北
陸
地
方
整
備
局
長
髙
松

諭
１
河
川
の
名
称
信
濃
川
水
系
千
曲
川

２
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
岡
田
川
樋
門

３
河
川
管
理
施
設
の
位
置
長
野
県
長
野
市
篠
ノ
井
地
先
（
千
曲
川
左
岸
）

４
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名
河
川
管
理
者
長
野
県
知
事
阿
部
守
一

住
所
長
野
県
長
野
市
大
字
南
長
野
字
幅
下
692番

２
５
管
理
の
内
容

治
水
事
業
の
用
に
あ
わ
せ
供
さ
れ
る
岡
田
川
樋
門
の
兼
用
工
作
物
の
操
作
及
び
新
設
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕
並

び
に
災
害
復
旧

６
管
理
の
期
間
令
和
７
年
６
月
20日
か
ら
岡
田
川
排
水
機
場
が
存
続
す
る
日
ま
で


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長
野
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
加
藤
武
志
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

三
宅
義
寛
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
長
野
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
加
藤
武
志
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

長
野
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
佐
藤
美
知
幸
は
願
に
よ

り
公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

秤
屋
雄
一
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
長
野
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
佐
藤
美
知
幸
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

名
古
屋
法
務
局
所
属
公
証
人
境
野
智
子
は
願
に
よ
り
公

証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

宗
野
有
美
子
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
名
古
屋
法
務
局

所
属
公
証
人
境
野
智
子
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

名
古
屋
法
務
局
所
属
公
証
人
髙
橋
和
弘
は
願
に
よ
り
公

証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

福
島
司
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
名
古
屋
法
務
局
所
属

公
証
人
髙
橋
和
弘
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

金
沢
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
田
邉
豊
は
願
に
よ
り
公

証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

谷
田
部
浩
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
金
沢
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
田
邉
豊
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

津
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
安
田
錦
治
郎
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

沼
田
政
行
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
津
地
方
法
務
局
所

属
公
証
人
安
田
錦
治
郎
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

岡
山
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
前
田
静
男
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

中
島
仁
志
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
岡
山
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
前
田
静
男
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

山
口
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
梅
田
実
は
願
に
よ
り
公

証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

関
口
正
木
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
山
口
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
梅
田
実
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

山
口
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
山
﨑
秀
義
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

相
原
茂
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
山
口
地
方
法
務
局
所

属
公
証
人
山
﨑
秀
義
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

佐
賀
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
林
田
雅
隆
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

横
山
紫
穂
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
佐
賀
地
方
法
務
局

所
属
公
証
人
林
田
雅
隆
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

長
崎
地
方
法
務
局
所
属
公
証
人
樋
口
祐
子
は
願
に
よ
り

公
証
人
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

林
健
児
は
公
証
人
に
任
命
さ
れ
、
長
崎
地
方
法
務
局
所

属
公
証
人
樋
口
祐
子
の
後
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
。（
以
上
七
月

一
日
）（
法
務
省
）

国
家
試
験

令
和
７
年
度
土
地
改
良
換
地
士
資
格
試
験
の
実
施
に
つ
い

て
令
和
７
年
度
土
地
改
良
換
地
士
資
格
試
験
の
実
施
に
つ

い
て
、
土
地
改
良
法
施
行
規
則
（
昭
和
24年
農
林
省
令
第

75号
）
第
43条
の
２
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
７
月
11
日農
林
水
産
大
臣
小
泉
進
次
郎

１
試
験
の
実
施
期
日
令
和
７
年
10月
19日
（
日
）
午

前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分
ま
で

２
試
験
の
内
容
試
験
は
、次
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
き
、

知
識
に
つ
い
て
の
試
験
は
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
、
実
務

に
つ
い
て
の
試
験
は
記
述
式
に
よ
り
、
筆
記
の
方
法
で

行
う
。


農
用
地
の
集
団
化
に
関
す
る
事
業
に
係
る
次
に
掲

げ
る
知
識

ア
土
地
改
良
法
（
イ
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。）、

民
法
、
不
動
産
登
記
法
、
土
地
改
良
登
記
令
、
戸

籍
法
、
農
地
法
そ
の
他
換
地
の
事
務
処
理
を
行
う

に
必
要
な
関
係
法
令
に
関
す
る
も
の

イ
測
量
及
び
土
地
改
良
法
の
う
ち
換
地
関
係
規
定

に
関
す
る
も
の


農
用
地
の
集
団
化
に
関
す
る
事
業
に
係
る
次
に
掲

げ
る
実
務

ア
換
地
計
画
書
の
作
成
に
関
す
る
も
の

イ
従
前
地
各
筆
調
書
の
作
成
、
戸
籍
簿
等
調
査
、

代
位
登
記
申
請
書
の
作
成
及
び
測
量（
求
積
計
算
）

に
関
す
る
も
の

３
法
令
等
の
適
用
日
試
験
の
解
答
に
当
た
り
適
用
す

べ
き
法
令
等
は
、
令
和
７
年
７
月
11日
（
金
）
現
在
に

お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

４
試
験
の
場
所
等


試
験
の
場
所
札
幌
市
、
仙
台
市
、さ
い
た
ま
市
、

金
沢
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
岡
山
市
、
熊
本
市

及
び
那
覇
市


受
験
地
の
指
定

の
う
ち
受
験
者
が
受
験
願
書

に
記
載
し
た
場
所
を
受
験
地
と
し
て
指
定
す
る
。


受
験
地
変
更
の
取
扱
い
受
験
願
書
提
出
後
、
住

居
の
移
転
等
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
受
験
地

の
変
更
を
希
望
す
る
受
験
者
は
、
受
験
願
書
を
提
出

し
た
地
方
農
政
局
等
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
農
林
水

産
省
農
村
振
興
局
、
沖
縄
県
に
あ
っ
て
は
内
閣
府
沖

縄
総
合
事
務
局
。
以
下
同
じ
。）に
、
書
留
郵
便
で
、

変
更
受
験
地
及
び
そ
の
理
由
を
令
和
７
年
９
月
12日

（
金
）
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
と
す
る
。

５
受
験
手
続


受
験
願
書
及
び
試
験
免
除
申
請
書
の
提
出
先
受

験
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
に
郵
送
又

は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
。


受
験
願
書
及
び
試
験
免
除
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
７
年
７
月
11日
（
金
）
か
ら
令
和
７
年
９
月
５

日
（
金
）
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
締
切
日
ま

で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。）


受
験
願
書
用
紙
等
の
交
付
受
験
願
書
用
紙
等

（
受
験
願
書
用
紙
、
試
験
免
除
申
請
書
及
び
受
験
案

内
を
い
う
。）は
、
令
和
７
年
７
月
11日
（
金
）
か
ら

令
和
７
年
８
月
26日
（
火
）
ま
で
地
方
農
政
局
等
及

び
都
道
府
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
に
お
い
て

交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
る
交
付
を
求
め
る
場
合
に
は
、
封
筒
の

表
に
赤
字
で
「
土
地
改
良
換
地
士
資
格
試
験
受
験
願

書
用
紙
等
請
求
」
と
書
き
、
110円

切
手
を
貼
っ
た

宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。

な
お
、受
験
手
続
に
関
し
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
整
備
部
土
地
改
良
企
画
課

（
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
１
丁
目
２
番
１
号
、
郵

便
番
号
100

8950、
電
話
番
号
03
6744

2192）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

６
合
格
者
の
公
表
合
格
者
の
公
表
は
、
令
和
７
年
11

月
12日
（
水
）
に
農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
行
う
。

な
お
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。





公 告

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

有権者申出方
元当局所属公証人西村尚芳の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和７年７月 11 日 東京法務局

元当局所属公証人小池晴彦の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和７年７月 11 日 横浜地方法務局

金融商品取引業者の営業保証
金に係る配当表公示

金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）
第15条の14第５項の規定により次のように公示す
る。
１．供託者の商号 株式会社エフ・ポート
２．住所 香川県高松市寿町一丁目４３高松中
央通りビル２Ｆ
３．代表者の氏名 代表取締役 山口 雅史
４．配当表
 権利の実行の対象となる営業保証金の額

5000000円
 権利の実行に係る申出の総額

2554333円 
 官報公示費用 56749円 
 申出者への払渡額の算式
各申出者の還付額－｛×（各申出者の還
付額／）｝
（円未満の端数調整を行う場合がある）

※金融商品取引業者営業保証金規則第17条第２項
の規定による公示の費用（上記）については
歳入徴収官四国財務局総務部長に支払うことと
し、各申出者への払渡額は、各申出者の還付額
から公示の費用の各申出者の負担額を控除した
額とする。
令和７年７月 11 日

四国財務局長 中村 錠治





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

苅 田 港 松 山 地 区 土 砂 処 分 場 公 有 水

面 埋 立 事 業 の 実 施 引 継 ぎ に 関 す る

公 告

環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十 一 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 公 告 す る 。

令 和 七 年 七 月 十 一 日

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局 長 垣 下 禎 裕

一 引 継 ぎ 前 の 事 業 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

事 業 者 の 名 称 国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

代 表 者 の 氏 名 国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局 長

垣 下 禎 裕

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区

博 多 駅 東 二 丁 目 十 番

七 号

二 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

対 象 事 業 の 名 称 苅 田 港 松 山 地 区 土 砂 処 分 場

公 有 水 面 埋 立 事 業

対 象 事 業 の 種 類 公 有 水 面 の 埋 立 て

対 象 事 業 の 規 模 約 四 十 五 ヘ ク タ ー ル

三 法 第 三 十 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

こ と と な っ た 旨 及 び 該 当 し た 号

当 局 は 、 対 象 事 業 の 実 施 を 福 岡 県 へ 引 き 継 い

だ こ と か ら 、 法 第 三 十 条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 。

四 引 継 ぎ に よ り 新 た に 事 業 者 と な っ た 者 の 名

称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

事 業 者 の 名 称 福 岡 県

代 表 者 の 氏 名 福 岡 県 知 事 服 部 誠 太 郎

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区

東 公 園 ７ 番 ７ 号

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

相続権主張の催告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告

失踪宣告取消

除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日 破産債権の特別調査期間

債権者集会招集

書面による計算報告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報 免責許可決定

特別清算開始

小規模個人再生による再生手
続開始

令和７年（ヒ）第２０４３号
東京都中野区松が丘２丁目19番11号
清算株式会社 興和サイン株式会社
代表清算人 髙橋 芳文

１ 決定年月日 令和７年６月27日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第３０２２号
大阪市中央区北久宝寺町２丁目１番７号本町
和光ビル内
清算株式会社 株式会社吉川化学工業所
代表清算人 川 尚人
１ 決定年月日 令和７年６月30日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

大阪地方裁判所第６民事部






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 金曜日 第号官 報
企
業
年
金
基
金
解
散
公
告

確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
81条
第
３
項
及
び
第
83条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
確
定
給
付
企
業
年

金
法
施
行
令
第
58条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
次
の
と
お
り

公
告
し
ま
す
。

１
．
基
金
の
名
称
日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

２
．
事
務
所
の
所
在
地
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目

13番
１
号

３
．
実
施
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
日
鉄
物
流
株
式

会
社
・
東
京
都
中
央
区
、
名
古
屋
支
店
・
愛
知
県
東
海

市
、
瀬
戸
内
支
店
・
兵
庫
県
姫
路
市
、
九
州
支
店
大
分

地
区
・
大
分
県
大
分
市
、
東
日
本
支
店
君
津
地
区
・
千

葉
県
君
津
市
、
東
日
本
支
店
鹿
島
地
区
・
茨
城
県
鹿
嶋

市
、
九
州
支
店
八
幡
地
区
・
福
岡
県
北
九
州
市
、
北
日

本
支
店
・
岩
手
県
釜
石
市
、
株
式
会
社
Ｎ
Ｓ
ロ
ジ
大

阪
・
大
阪
府
堺
市
堺
区

４
．
解
散
の
理
由
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
81条
に
基

づ
く
規
約
型
企
業
年
金
へ
の
移
行
に
よ
る
。

５
．
解
散
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
年
月
日

令
和
７
年
７
月
１
日

令
和
７
年
７
月
11
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
13番
１
号

日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

理
事
長
三
股
達
也

企
業
年
金
基
金
清
算
人
就
任
公
告

当
基
金
は
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
85条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行

令
第
59条
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

１
．
清
算
人
氏
名
別
所
靖
明

２
．
住
所
千
葉
県
市
川
市
行
徳
駅
前
３
丁
目
９
番
19号

306号
室

令
和
７
年
７
月
11
日

日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

理
事
長
三
股
達
也

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

四
十
三
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

北
海
道
標
津
郡
中
標
津
町
東
七
条
南
十
丁
目
四
番

地
一

（
甲
）
株
式
会
社
コ
ス
モ
サ
イ
エ
ン
ス

代
表
取
締
役

栗
林

延
年

北
海
道
釧
路
市
鳥
取
南
五
丁
目
一
二
番
五
号

（
乙
）
合
同
会
社
コ
ス
モ
サ
イ
エ
ン
ス
Ａ
Ｍ

代
表
社
員

株
式
会
社
三
ッ
輪
商
会

職
務
執
行
者

栗
林

延
年

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
九
十
一
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
小
宮
字
沼
平
五
一
五
番
地

三

（
甲
）
福
島
農
林
合
同
会
社

代
表
社
員

エ
ク
イ
ス
環
境
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

職
務
執
行
者

ラ
ン
ス
・
マ
イ
ケ
ル
・
カ
ム
ス

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号
京
橋
エ
ド

グ
ラ
ン（

乙
）
エ
ク
イ
ス
環
境
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ラ
ン
ス
・
マ
イ
ケ
ル
・
カ
ム
ス

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.o
h
y
a
m
a
.n
et/

（
乙
）h

ttp
s://n
ex
a
n
s.co
.jp
/

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一
丁
目
九
番
一
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
大
山

代
表
取
締
役

平
木

正
人

東
京
都
中
野
区
中
央
三
丁
目
一
番
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
ネ
サ
ン
ス

代
表
取
締
役

平
木

正
人

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
一
二
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
一
二
二
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

新
潟
県
新
潟
市
東
区
南
紫
竹
二
丁
目
五
番
二
五
号

（
甲
）
清
水
配
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
村

興
司

新
潟
県
新
潟
市
中
央
区
南
出
来
島
一
丁
目
八
番
二
号

（
乙
）
し
み
ず
ス
タ
ッ
フ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

孝
行

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
本
経
済
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
日

掲
載
頁

三
十
三
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

七
頁

令
和
七
年
七
月
十
一
日

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

（
甲
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古
澤

康
之

新
潟
県
新
潟
市
江
南
区
西
山
八
三
〇
番
地
五

（
乙
）
株
式
会
社
エ
ム
エ
ス
青
果
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

松
本

靖
弘





令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

九
十
八
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

（
丙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
丁
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

九
十
八
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

石
川
県
金
沢
市
東
蚊
爪
町
ラ
四
七
番
地
一

（
甲
）
ト
ナ
ミ
コ
ー
ル
ド
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
株

式
会
社
（
旧
商
号

株
式
会
社
ア
ペ
ッ

ク
ス
）

代
表
取
締
役

飛
弾

芳
彦

石
川
県
金
沢
市
湊
一
丁
目
五
五
番
地
一
〇

（
乙
）
西
金
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

飛
弾

芳
彦

石
川
県
金
沢
市
東
蚊
爪
町
ラ
四
七
番
地
一

（
丙
）
有
限
会
社
藤
和
商
運

代
表
取
締
役

飛
弾

芳
彦

石
川
県
金
沢
市
湊
一
丁
目
五
五
番
地
一
〇

（
丁
）
大
栄
自
動
車
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

飛
弾

芳
彦

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
全
て
の
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号
明
治

安
田
生
命
ビ
ル
一
一
階

（
甲
）
Ｆ
Ｋ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ン
ゴ

横
浜
市
中
区
桜
木
町
一
丁
目
一
番
地

（
乙
）
富
士
ソ
フ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

室
岡

光
浩

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
Ｓ
Ｄ
ボ

ト
ラ
ー
ズ
（
乙
、
住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
高
井
田
本
通
一

丁
目
三
番
二
二
号
）
の
大
阪
エ
リ
ア
の
自
動
販
売
機
ベ
ン

ダ
ー
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

二
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
足
立
区
古
千
谷
本
町
一
丁
目
一
番
八
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｄ
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ

代
表
取
締
役

芳
屋

昌
治

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
デ
ー
タ
セ
ン

タ
ー
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
一
三
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.tsy
sco
m
.co
.jp
/

p
u
b
licn
o
tice/

令
和
七
年
七
月
十
一
日

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
四
丁
目
一
一
番
二
七
号

（
甲
）
豊
田
通
商
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

廣
利

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
四
丁
目
一
一
番
二
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
豊
通
シ
ス
コ
ム

代
表
取
締
役

清
野

耕
司

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
サ
イ
バ
ー
コ
ム

株
式
会
社
（
住
所
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
七
番
一

七
号
朝
日
生
命
仙
台
一
番
町
ビ
ル
）
に
対
し
て
当
社
の
不

動
産
及
び
不
動
産
関
連
契
約
等
を
除
く
全
て
の
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.cy -co

m
.co
.jp
/

令
和
七
年
七
月
十
一
日

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
七
番
一
七
号
朝
日

生
命
仙
台
一
番
町
ビ
ル

サ
イ
バ
ー
コ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

新
井

世
東

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
中
村

商
事
（
住
所
、
群
馬
県
館
林
市
下
早
川
田
町
七
〇
八
番
地

二
）
に
対
し
て
当
社
の
酒
類
販
売
事
業
に
関
す
る
権
利
義

務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

群
馬
県
館
林
市
下
早
川
田
町
七
〇
八
番
地
二

有
限
会
社
中
村
商
事

代
表
取
締
役

中
村

茂
美

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
エ
ク
イ
ス
環
境

ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社
（
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番

一
号
京
橋
エ
ド
グ
ラ
ン
）
に
対
し
て
当
社
の
新
規
事
業
開

発
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
九
十
一
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号
京
橋
エ
ド

グ
ラ
ン

エ
ク
イ
ス
環
境
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ラ
ン
ス
・
マ
イ
ケ
ル
・
カ
ム
ス

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
マ
キ

シ
ム
Ｈ
Ｄ
（
住
所
大
阪
府
箕
面
市
桜
ヶ
丘
四
丁
目
一
七
番

二
〇
号
）
に
対
し
て
当
社
の
資
産
管
理
事
業
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

千
葉
日
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
日

掲
載
頁

十
七
頁

令
和
七
年
七
月
十
一
日

大
阪
市
淀
川
区
西
中
島
四
丁
目
一
一
番
二
七
号

株
式
会
社
マ
キ
シ
ム

代
表
取
締
役

東

展
男

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
北
海
道
美
創
建
株
式
会
社
と

し
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
八
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

札
幌
市
中
央
区
南
十
一
条
西
一
丁
目
一
番
一
一

六
一
四
号

ジ
ェ
ン
ト
ル
サ
ー
ビ
ス
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社

代
表
社
員

佐
藤

靖

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

札
幌
市
東
区
伏
古
二
条
五
丁
目
三
番
二
〇
号

合
同
会
社
ベ
ル
ク
リ
エ
ー
ト

代
表
社
員

鈴
木

徹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｏ
Ｚ
Ａ
Ｎ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
膝
子
三
二
五

合
同
会
社
Ｏ
Ｚ
Ａ
Ｎ

代
表
社
員

イ
シ
ク
ア
デ
ム

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

千
葉
県
夷
隅
郡
大
多
喜
町
新
丁
一
八
番
地
二

合
同
会
社
ひ
か
え
め

代
表
社
員

神
谷

知
佳
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令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
町
田
市
金
井
ヶ
丘
二
丁
目
三
七
番
一
四
号

ｉ
ｓ
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
合
同
会
社

代
表
社
員

島

一
仁

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

横
浜
市
鶴
見
区
朝
日
町
二
丁
目
七
二
番
地

合
資
会
社
上
條
不
動
産
部

代
表
社
員

上
條
冨
士
雄

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー

ト
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

横
浜
市
西
区
西
平
沼
町
一
番
三
二
号

合
同
会
社
ヴ
ィ
ー
ナ
ス

代
表
社
員

新
樂

羊
三

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
大
字
豊
郷
秋
葉
九

七
〇
二
番
地

合
同
会
社
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｓ

代
表
社
員

井
原

達
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

兵
庫
県
芦
屋
市
東
山
町
一
二
番
六
号合

同
会
社
大
松

代
表
社
員

松
田

有
可

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
十
八
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は株

式
会
社
N
eco
n
o
teL
a
b
o

と
し
ま

す
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

山
口
県
下
関
市
藤
ケ
谷
町
一
一
番
三
六
号

合
同
会
社
N
eco
n
o
teL
a
b
o

代
表
社
員

麻
生

太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
六
月
十
七
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
七
月
十
一
日

札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
三
条
一
丁
目
一
番
三
一
号

水
戸
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
マ
ッ
シ
モ

代
表
取
締
役

治
山

孔

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
五
五
〇
三
万
四
一

八
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
二
七
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

岡
山
市
北
区
今
七
丁
目
二
四
番
二
三
号

杉
本
道
路
株
式
会
社

代
表
取
締
役

杉
本

浩
治

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
株
式
交
換
に
よ
り
増
加
し
た
資
本
準
備
金
の

額
を
、
二
億
二
千
六
万
三
千
二
百
七
十
三
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
八
日

掲
載
頁

九
十
三
頁
（
号
外
第
一
五
六
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

香
川
県
高
松
市
峰
山
町
一
八
三
八
番
地
一

株
式
会
社
乃
上
保
温
興
業
所

代
表
取
締
役

乃
上
眞
知
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
二
万
五
千
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
二
億
九
千
二
百
四
十
七
万
五
千
円
減
少

し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
、
七
百
五
十
万
円
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
八
号
株
式
会
社

赤
坂
国
際
会
計
内

Ｇ
Ｃ
Ｊ
Ｇ
５
１
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
野

貴
司

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
の
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令
和
七

年
九
月
下
旬
頃
を
目
途
に
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け

る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三

番
六
号

オ
ー
ケ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
宮
涼
太
郎

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
五
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

令
和
七
年
八
月
七
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議

決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
七
年
七
月
十
一
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
長
竹
二
八
四
五
番
地
三

テ
ク
ノ
ウ
ェ
ー
ブ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

萩
原

昭
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
一
条
三
丁
目
三
番
地

株
式
会
社
入
福
福
田
商
店

代
表
取
締
役

福
田

龍
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式

の
取
得
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を

設
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
で
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

大
阪
市
北
区
大
淀
中
三
丁
目
一
五
番
五
号

株
式
会
社
関

共
同
印
刷
所

代
表
取
締
役

竹
村

知
洋

株
式
併
合
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
二
十
五
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
で
あ

り
、
同
日
に
お
け
る
発
行
可
能
株
式
総
数
は
四
百
株
と
な

り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
長
竹
二
八
四
五
番
地
三

テ
ク
ノ
ウ
ェ
ー
ブ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

萩
原

昭
雄





令和年月日 金曜日 第号官 報
新
規
信
託
分
割
の
公
告

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
（
受
託
者
）
は
、
左

記
の
と
お
り
、
令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
付
で
左
記
の
信

託
を
新
規
信
託
分
割
し
ま
す
の
で
、
公
告
し
ま
す
。

こ
の
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

一
、
従
前
の
信
託
の
特
定

（
一
）
信
託
の
当
事
者

委
託
者
兼
受
益
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

東
京
共
同
会
計
事
務
所
内

合
同
会
社
オ
ル
タ
ナ
１
６

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

（
二
）
信
託
の
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

（
三
）
契
約
締
結
日
及
び
契
約
名
称

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
付
不
動
産
管
理
処
分

信
託
契
約
書
（
そ
の
後
の
変
更
等
を
含
む
。）

二
、
従
前
の
信
託
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
財
産
状
況
開
示

資
料
等

右
記
の
信
託
に
つ
い
て
の
、
信
託
法
施
行
規
則
（
平

成
十
九
年
法
務
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡

先
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

三
、
分
割
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
信
託
及
び
新
た
な

信
託
の
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
履
行
の
見
込
み

い
ず
れ
も
履
行
の
見
込
み
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
て

お
り
ま
す
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
連
絡
先
に
ご

照
会
く
だ
さ
い
。

四
、
連
絡
先

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
九
番
八
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

不
動
産
管
理
部

カ
ス
ト
デ
ィ
営
業
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
三

五
四
六
二

三
七
〇
七

令
和
七
年
七
月
十
一
日

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

支
配
人

岡
本

泰
典

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
九
千
五
百
万
円
減
少
し
て

三
十
九
億
二
千
二
百
万
円
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

Ａ
Ａ
Ｊ

Ｆ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鄭

武
壽

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
九
億
二
千
八
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

五
十
二
頁
（
号
外
第
一
五
二
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号
虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー

特
定
目
的
会
社
レ
ジ
プ
ロ
パ
テ
ィ
ー
ズ
ワ
ン

取
締
役

赤
津

忠
祐

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
億
六
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
四
日

掲
載
頁

一
一
〇
頁
（
号
外
第
一
〇
六
号
）

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号
虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー

特
定
目
的
会
社
レ
ジ
プ
ロ
パ
テ
ィ
ー
ズ
ツ
ー

取
締
役

赤
津

忠
祐

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
五
億
七

千
四
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
o
sp
c.co
.jp
/

k
o
u
k
o
k
u
/esu
eich
ik
ei

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

Ｓ
Ｈ
Ｋ
ホ
テ
ル
ズ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
億
三
千
六
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0033/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｔ
ｏ
ｒ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
億
五
千
百
万
円
（
た
だ

し
、
Ａ
号
優
先
出
資
に
つ
い
て
金
五
億
五
千
百
万
円
）
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ゼ
リ
ア
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の

み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
世
田
谷
区
若
林
一
丁
目
二
三
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
明
和

代
表
取
締
役

塩
見

次
郎

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
三
丁
目
六
二
番
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ

Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ

代
表
取
締
役

塩
見

次
郎

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
九
番
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
ハ
ー
バ
ー
リ
ン
ク
ス
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

渡
邉

敏
弘

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
九
番
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
ハ
ー
バ
ー
リ
ン
ク
ス
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス代

表
取
締
役

渡
邉

敏
弘

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

双
日
食
料
株
式
会
社
に
係
る
第
四
十
三
期
決
算
公
告
（
枠

組
）
中
、
損
益
計
算
書
の
要
旨
中
の
「
特
別
損
失
」
と
あ

る
は
「
特
別
損
益
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日

扱

店
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